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バランス・オブ・パリ－

欧州の歴史は，勢力均衡図の塗り替えの

歴史であったといえる。当時欧州世界で絶対的

な勢力を振っていた覇者ナポレオン・ボナパル

トは，欧州史上，勢力均衡に主要な影響力を与

えた人物の一人であった。２０余年に渡るフラ

ンス革命とナポレオン戦争は勢力均衡体系を崩

壊させた。そしてナポレオンの没落後は，フラ

ンスにプルボン王朝を復興させ，他方ナポレオ

ン戦争の戦勝国である連合諸国は同盟を結び，

革命戦争が二度と起こらないようにフランス対
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策に備えることで勢力均衡体系は復帰したので

あった。ところが，このような勢力均衡政策の

事例は，実は１６世紀に遡ってみることができ

るのである。しかしパーキンソン（PaIkinson，

F､）が指摘しているように，勢力均衡の定義は

非常にむずかしく，１７～１８世紀になってよう

やく国家の外交政策として潜在的に存在してい

た勢力均衡という概念が顕在化してきたようで

ある９また勢力均衡の目的や方法も変化して

いった。まだ民族国家の形成過程にあった頃

は，一国家の自国の利益のために勢力均衡がは

かられていたが，やがて一国対多数国というよ

うに欧州全体を巻き込む形での勢力均衡に変っ

てきた。

勢力均衡は，これまでのどんな体系よりもう

まく工夫された体系であったとフランケル

(Fmnkel,』.）が述べているように？例えば，あ

る国が他の諸国を出し抜いて権力の座を得よう

とした場合でも，他の諸国が防衛のために力を

合わせるような力学が働いていたのである。こ

のことは，過去の事例が示してくれるところで

ある。すなわち，構成各国自らがたとえ進んで

規範を遵守することはしなかったとしても，他

国によって破られないように規範を保護するこ

とに「共通の利益」を意識していたからにほか

ならないのである。この点に関して，アンショ

ン（Ancillon,Ｊ､P.F､）は，「勢力均衡は国際秩

序のための必須条件であり，一つの国家が共通

の利益のために正当な法的権利を有する領土を

犠牲にすることを他の国家により強制されるこ

とは正当なことであり，これは，支配者が共同

体の利益のために人民にその富の一部を犠牲に

するよう強いられる国内における場合と同じで

ｌ）Parkins0,,Ｆ.，耐ｅＰｈ北snp妙ｑ/・伽〃”伽”ノ

ＲＥ他加"ｓＪＡ動叫の加油ｅ恥わびｑ/･ｍｏ昭雌sage

PubIications,Inc.,1977,Ｐ､4４（初瀬腿平・松尾雅嗣訳
『国際関係の思想」岩波書店，1991年，３９頁）参照。

2）Frmke１，Ｊ.,伽”αＩわ"αノＲｇわゆ"ｓ伽αＣｿi‘mgfj2g

J施蝿OxfbrdUnive応ityPress,1979,ｐｐ・'67-168（田
中治男訳｢国際関係論〔新版〕』東京大学出版会，１９８０

年，244～245頁)。

ある」（傍点は筆者）と述べて「領土の補償

(territorialcompensation)」原理を主張してい

る。カーレ（Kahle,Ｌ,Ｍ）もまた，「どんなに

正統な支配者といえども，均衡をはかるために

時には自らの権利を放棄せねばならない」とし

て，この原理を容認している９またフランケ

ルが指摘しているように，これまでの事例から

みても確かに勢力均衡に関与する国家は大小強

弱を問わず，理論上は主権の平等を基礎とし，

しかもそこには必ず列強が数カ国併存すること

で成り立っていた。彼によると，安定した勢力

均衡体系を維持するためには最低五カ国の大国

が必要であるという：こうして勢力均衡の考

え方は欧州地域に限らず次第に世界的な広がり

をみせるようになった。しかし反面，勢力均衡

体系は実に脆い側面がある。民族主義の発展と

ともに国家間の利害対立が生じ，さらに激化す

ることから勢力均衡体系は崩壊し，究極的には

戦争勃発とさえなり得るのである。こうしてみ

ると，その意味では１８１５年ナポレオン没落以

降１９世紀の「欧州協調」を実質的に支えてい

たのは，まきに経済的な優位性と圧倒的な海軍

力を誇る英国の欧州大陸における勢力均衡政策

にほかならなかった。

本稿は，こうした勢力均衡に焦点を充て欧州

の国家間関係に関する歴史的考察を試みたもの

である。本稿の内容は，対象範囲として第一次

世界大戦までと両大戦間期（厳密には戦間期前

半）の二つの構成から成っている。以下第２節

は，勢力均衡の視点から第一次世界大戦以前の

欧州諸国間関係の検討に充てている。勢力均衡

体系の分析について，フランケルは1648年の

ウェストファリア講和条約締結から1914年の

第一次世界大戦勃発までの国際政治体系に与え

られた名称として厳密に用いている。そこで筆

者も彼の時代区分に準じて，第一次世界大戦ま

3）PaIkinson,牢醜，ｐ､4９（邦訳，４６頁）参照。領土
補償の概念は，ユトレヒト条約に暗黙に含まれてい

るという。

4）Fmnkel,ｑｐ.c雌,ｐ､168（邦訳，245頁)。
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での欧州において勢力均衡によってどのような

国家間関係を構築してきたのかを振り返ってみ

る。第３節では，両大戦間において支配的で

あったといわれている戦間期理想主義（ideal‐

ism）の立場から欧州の国際関係の分析を行っ

ている。国際的組織としての国際連盟の集団安

全保障をめぐる問題を背景とした本節では，特

に国際問題専攻のロング（Long,、）の見解を

踏まえながら検討している。彼は戦間期におけ

る国際理論の多様性を指摘し，三つの自由主義

の流れ（コプデン主義，ホッブス流理想主義，

新自由主義的国際主義）に基づいて議論を展開

している。また，比較対象として国際関係思想

において理想主義とは立場を異にする現実主義

(realism）の見解を必要に応じて言及してみた

い。結局のところ，１９世紀におけるナショナ

リズムと自由放任主義は欧州協調を崩壊に導

き，第一次世界大戦を惹き起こすことになっ

た。その結果，第一次大戦勃発後，英国流自由

主義は分裂することになったのである。

2．勢力均衡論と欧州協調

（１）欧州ナショナリズムと勢力均衡

さてカー（Carr,ＥＨ）は，国際関係史上，

三つの時期に分けて欧州におけるナショナリズ

ムの歴史的変遷を分析している。彼の著書(｢ナ

ショナリズムの発展』)から一節を引用すると，

｢第一期はフランス革命とナポレオン戦争を以

て終り，ウィーン会議をその終章とも終曲とも

した時期。第二期は本質的にフランス革命の所

産であり，その基盤は1870年以降甚だし<崩

れながら1914年の破局まで続き，ヴェルサイ

ユ講和条約を以て遅ればせのエピローグとした

時期。第三期はその主要な特徴が1870年以後

にようやく形を成し始め，１９１４年から1939年
クライマソクス

の間に極点Iこ達した時期である｡｣s)すなわち，

5）Car,Ｅ､Ｈ,,Nmjo"α雌、α”峨此MacmilIan＆ＣＯ‘
Ltd,London､1945,”１－２（大窪恩二訳『ナショナリ
ズムの発展」みすず書房，1952年，３～４頁)。

欧州諸国間関係の歴史的様相

第一期は，民族意識が未発達な民族国家と民族
● ● ｡ ● 巳 ● ■ ● ■ ● ＄

教会が同居していた，領二'二のあるところに宗教
●●

ありの時代である。国際関係においては，すべ

ての国王は臣民の従順を維持することに「共通

の利益」を意識し，共通の言語と伝統を有し，

臣民や領土の上に立つ最高の権威者として語り

合い，それらは王家の都合により勝手に処分す

ることができたのである９第二期は，ナポレ

オン戦争の動乱に始まり第一次世界大戦勃発前

までの，カーの言葉を借りれば，ナシヨナリズ
■ ■ ｡ ■ ■ ● ■ ● ● ● ● ◆ ● ● 。 ● ● ● ● ● ■

ムとインターナショナリズムの諸勢力が微妙な

均衡を保っていた時期であった。１９世紀のナ

ショナリズムは1815年以降のウィーン体制と
レヅ七・フエール

自由放任の理論的し､しずえのもとに発展したと

いえる。英国の圧倒的強さを誇る海軍力と経済

力による，カーのいう欧州膨張ならず英国膨張

の時期である。他方では1871年の民族国家ド

イツやそれに先立つイタリアの成立による，い

わゆる欧州列強の帝国主義の時代を迎え，やが

て列強間の対立は激化し遂に第一次世界大戦の

勃発となった§そして第三期は，民族国家の

性格にさらにもう一つの変化をもたらし，ナ

6）肋蹴.”２－６（邦訳，６～１０頁）参照。

7）肋賦,ｐｐ６－ｌ７（邦訳，１１～26頁）参照。1870年以
中申

l峰になると，「ナシヨナ'ノズム」という言葉は，バル

カン諸国と不吉な言葉（ominousteml）が意味するす

べてのものを連想させるようになったといわれてい

る。必は,ｐ､1７（邦訳，２６頁)。カーによれば，「重
商主義の目的は，国内政策においても対外政策にお

いても，共同社会あるいは成員の福祉を堀進するこ

とではなく，主権者に体現される国家の力を強化す

ることであった。貿易は国庫に浦をもたらすがゆえ

に奨励きれた。窟は国力の，とりわけ戦備の源泉で

あった」として，亜商主義と自由放任主義に関して

次のように述べている。すなわち，「一国がその市場

と富を拡張する唯一の方策は，必要とあれば，通商

戦争を起こして外国から市場を奪取することであ

り，戦争は重商主義の究極の目的であると同様にそ

の政莱の手段ともなった。重商主義と自由放任を対

照して，あたかも一方が国家的目的で他方が個人的

目的に向けられているかのようにいうことは誤りで

あり，いずれも国家的目的に向けられていたのであ

り，両者の差異は国家の概念の差異に関わる。亜商

主義は国民の利益とその統治者の利益とを同一視し

た時代の経済政策であった」〔必は,ｐｐ,5-6(邦訳，９
～１０頁)〕と。
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シヨナリズムの破局的な成長とインターナショ

ナリズムの破産とが特徴を成している。つま

り，ナショナリズムが新しい政治的・経済的環

境のもとに活動し始めた時期である。カーは，

新しい社会層が国家の実質的な櫛成員の中に導

入されたこと，経済権力と政治権力とが再び眼

にみえて結合きれたこと，国家の数が増加した

こと，の三つにその原因を求めている。すなわ

ち，国家の社会化，経済政策の国家化そして

ナショナリズムの地理的拡張が結びついて第三

期の特徴を生み出しているという。そして彼

は，第二期と第三期の間に明らかにナショナリ

ズムの変化があったことを指摘している。つま

り，第二期の民主主義的ナショナリズムは制御

しやすく国際秩序と両立し得るものであり，そ

の志向するものが政治的で19世紀の自由放任

または「夜番国家（night-watchmanState)」の

機構の中で満たされ得たとしている。これに対

して，第三期の社会ナショナリズムは，その基

盤を政治的志向から経済的志向に転換すること

によって，自由放任国家を廃止し，「社会奉仕

国家」を誕生させることになったとしている。

またカーは経済政策の国家化について，排他的

ナショナリズム政策の典型的な事例として外国

人労働者の入国禁止をあげて，１９世紀国際秩

序の最も効果的かつ必要な安全弁の一つであ

り，かつ不満をもった人々にとって開かれてい

た逃げ道の閉鎖によって国家相互の衝突の再発

を不可避にした点を指摘している３

しかし，ナショナリズムと勢力均衡はともに

相容れない関係にある。メッテルニヒ

(Mettemich,Ｋ､）とランケ（Ranke,Lvon）は，

8）必は,ｐｐ､１７－１８（邦訳，２７頁）及び勉賊,ｐｐ,21-23
（邦訳，３２～34頁）参照。シトフスキー（Scitovsky，
Ｔ､）は，１９世紀の国際主義的な様相は，両大戦間の

時期における狭駐な経済的国家主義によってその殆

どは消滅させられてしまったとしている。Scitovsky，

Ｔ,，Ｅとり班o”ｃ”“〃”㎡Ｉ隅９s“、恥、p“〃伽rggm"o"，

GAlIenandUInwin,1958,ｐ･'3５（中島正信訳『経済
理識と西欧経済統合』ダイヤモンド社，1961年，１９２

頁)．

自由主義とナショナリズムの強い影響力に注視

し，勢力均衡の原理に対して強い危機意識を

もっていた。バーキンソンによると，フランス

革命は，一般の政治体系にイデオロギーという

新しい要素を注入したという。当時の政治家た

ちは，自由主義とナショナリズムに対して警戒

心が非常に強かったといわれている。メッテル

ニヒとランケはナショナリズムの影響力に注目

し強い危機意識をもち，特にランケは，ナショ

ナリズムと勢力均衡とは原理的にまったく相容

れない両者について，ナショナリズムが勢力均

衡に与える実質的な影響を初めて認識した人物

であったという。彼は，勢力均衡は移動と変化

を常態とし，自ら調整することができるシステ

ムであるとみなし，その結果，勢力均衡の調整

に国家要因を容認した。つまり，彼によって提

唱され修正されたシステムは，国家諸力がそれ

ら要求を適度な範囲内にうまくとどめる限り均

衡をはかることができるというものであった３

以下，本節全体にも関わってくるが，例えばナ

ポレオンのような歴史上の人物の登場やスペイ

ン継承戦争あるいは民族国家ドイツの成立と

いった史実によって，ナショナリズムと勢力均

衡の双方がどのような形で歩み寄りをみせて妥

協し，あるいは逆に遠ざかって行くようになっ

たのかという点に筆者の関心は向けられる。

（２）近代国家の成立と勢力均衡

確かに岡氏が指摘しているように，中世の欧

州においては，同一の種族に属し似通った言

語・風習・宗教をもった集団内部の連帯意識が

持続的に保たれることはなかったため，民族意

識の萌芽を見出すことは困難である。そもそも

民族とは同一民族であるという意識を民族意識

とよび，文化や生活慣習を共有しかつ運命を共

にすることを欲するような社会集団と一般的に

認識しているが，岡氏によると民族は歴史的過

程を通じて生成するものであるから，逆にある

9）Patkinson,“cjI..ｐ,５４（邦訳，５１～52頁）参照。
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一つの既存の社会集団を民族へ発展させ得るよ

うな決定的な要因は存在しないという'こう

して中世末期以降の商業資本の発展によって，

狭隆な自給的経済生活はようやく地域的な拡大

をみせ，地域内住民の生活・文化様式面での共

通性（例えば広地域の共通語）を助長するよう

になったのである。このように商業資本の発展

は，民族国家の形成を促進する役割を担うよう

になったりさらに絶対主義国家が民族国家と

して発展する場合，王権は民族的統一の｢象徴」

であり，それゆえ民族意識はその初期段階にお

いて王朝への「忠誠」を軸として成長してきた

といわれているg）以下ここでは，国際関係史

の視点から民族国家の形成過程の中で試みられ

た欧州地域の勢力均衡の事例を取り上げなが

ら，国家間関係を考察してみたい。

さて，勢力均衡の目的には幾つかあった。そ

の一つは１６世紀における宗教上の覇権対立に

みられ，当時国際関係の分野で支配的だった

｢国家理性（reasonofstate)」に基づいて勢力均

衡をはかった事例がある。それはまさにその時

代にふさわしく，カトリック教信奉とキリスト

教信奉との間で欧州大陸の覇権的地位の確立を

めぐる中での勢力均衡の企てであった。当時，

カトリック教信奉者と神聖ローマ皇帝チャール

ズ五世の野望を阻止するために，キリスト教信

奉者のフランソワー世がドイツ新教君主や英国

王ヘンリー八世，さらにあろうことかトルコ帝

国との間で同盟を締結したというものであっ

た§'その後，欧州諸国間関係において，各国

に駐在する外交使節の役割が重要になってき

た。それに伴って，国家を代表する彼らに対す

１０）岡義武「同際政治史」岩波全書，1955年，３～４
頁参照．

１１）同上，４頁参照。

１２）同上，５～６頁。

13）国家がその存立または発展のために抱く欲求を「国

家理性」というが，マキュアヴェリ（Machiavclli,Ｎ､）
が力説した国家理性が当時の欧州国際政治において

いかに優先されていたかを物語っている耶例といえ
る。同上，１５～１６頁参照。

欧州諸国間関係の歴史的様相

る駐在国政府による処遇は昔も今も何ら変らな

い，いわば国家の威信に関わる問題であった。

この威信を懸けて会談開催に関する取決めで激

しく論議された国際会議がウェストファリア会

議（1648年）であり，そこで締結されたのが

近代欧州の国際関係の基礎となった「ウェスト

フアリア講和条約｣小'）である。もっとも国家間

の紛争がこうした外交的手段によって解決され

得ない場合，戦争が勃発することになる。と

いっても，外国人傭兵も少なくなかった当時の

戦争は，後世にみられる戦争とは違い一般人と

は深く関わっていなかったため，一般人を巻き

込み日常生活に多大な影響を与えるようなもの

ではなかった。したがって，同様に諸国王もま

た講和条約なるものを締結する際に一般人のこ

とはきして念頭にはなかったようで，地域住民

の意思や人種・言語・風習といったことを顧慮

するというよりは，もっぱら地域の富や人口さ

らに戦略的価値などを考慮して取決めが行われ

ていたようである：）

勢力均衡の考え方は，平時もしくは戦後処理

の平和条約の作成にあたっても重要視されるよ

うになった。それとともに，従来の一国のみの

利益のためにはかられていた均衡勢力の目的と

様相は次第に変化してきた。例えば勢力均衡の

試みは，ある一国が有力な地位を奪回・確立し

ようとする動きがあれば，ほかの諸国家が手を

結んでそれを阻止するといった具合である野！

欧州における勢力均衡維持の試みは，すでに中

世末期以来のイタリアの都市国家間で，及び

16世紀において多くの欧州諸国が提携して神

聖ローマ皇帝チャールズ五世（兼スペイン王）

やスペイン国王フイリップニ世に，さらに’７

世紀末から１８世紀初頭におけるルイー四世の

14）パーキンソンは，ウェストファリア条約は，歴史

上，三つの意味で分岐点であるとしている。すなわ

ち，第一に宗教改革に飴まる宗教戦争に終止符を

打ったこと，第二に教皇及び神聖ローマ皇帝の地位

を他の蒋主と同等の地位に引下げたこと，第三に独

立主権国家の存在に基礎を置く同際秩序を正当化し

たこと。Parkinson,”､蛾,ｐ､4４（邦訳，４０頁)。
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フランスの優越的地位の樹立の企て，などに対

抗した事例をあげることができる。なかでも，

ウェストファリア条約は中欧を人口と資源面か

ら新教圏とカトリック圏に分け，そして'713

年の「ユトレヒト条約」ではハプスプルク家と

ブルボン家の間で領土は分割され，欧州大陸諸

国とフランスとの間の勢力均衡がはかられた代

表的な事例である｡こうして１８世紀末までに，

一方で神聖ローマ帝国諸国・イタリア諸国，オ

ーストリア・フランス・スペイン・英国を含む

諸国間で，他方で北欧及び東欧諸国間で勢力の

均衡をはかる試みがみられたg)パーキンソン

は，スペイン継承戦争の実質的終結を意味する

ユトレヒト条約について，この条約には，これ

までの単なる政治的スローガンから国際秩序の

原理に格上げさせる条項が含まれており，さら

に勢力均衡を締約国に維持させる義務を負わ

せ，かつ積極的な外交目標となる規範となった

ことを指摘している)そして後述するよう

に，欧州規模でフランスの優越的地位の確立を

１５）当時の戦争と一般人との関係については，岡，前

掲，２２～23頁参照。またカーは，当時の様子を次の

ように語っている。「一般市民は実際上紛争の当事者

ではなかった。１８世紀には多くの戦争があったが，

一般市民はその主権者たちが戦争をしている時でも

互いに自由に往復しまた商取引を行うことができ

た｡」〔CarT,叩・cjf,ｐｐ､4-5（邦訳，９頁)〕。こうし
てカーは，当時の国際関係と彼が生きる国際関係の

概念の違いを指摘している。これとは対照的にジョ

ルは，第一次大戦の経験について，ある復員兵の気

持ちを代弁して次のように述べている。「第一次世界

大戦の経験は，人々を反戦論たらしめ，また彼らを

して次の戦争に巻き込まれないためには全力を尽く

そうと決意させただけではなかった。（略）戦友愛，

（自己）犠牲，連帯感の記憶をも残していた。そして

これらの諸徳は，戦後の市民生活や経済混乱の中で

失われてしまった」〔括弧内は筆者，Ｊ・ジョル著／

池田清・祇園寺則夫訳「戦間期におけるヨーロッパ

知識人の戦争観一平和主義者と愛国者一」（祖川武夫

編｢国際政治思想と対外意識j創文社，1977年)，４１２

頁〕と。

16）そのほかにも「共同分割方式」というものがあり，

それは１８世紀末のロシア・オーストリア・プロシア

の三カ国によるポーランド分割がその代表例であ

る。岡，前掲，２６頁参照。

１７）本文中のこれらの事例は，岡，同上，２４～25頁を

参照。

企てたナポレオンの登場によって，彼に対抗す

るために勢力均衡の名のもとに欧州史上初めて

といわれる欧州的規模によって欧州諸国は結集

したのであった。

さらに，勢力均衡は国際平和の維持をはかる

手段としても利用された。岡氏は，前述のウェ

ストファリア条約やユトレヒト条約の起草にあ

たった政治家たちも，将来の平和維持に役立ち

得ることを期待していた点を指摘し，スイスの

法律家ドウ・ヴァテル(Vattel,Ede）に言及し

ている。ドゥ・ヴァテルによれば，「近代ヨー

ロッパは国家の雑然たる集合体ではなく，一種

の共和国であり，構成単位である各国家は各々

独立していながらも共通利益によって結びつけ

られており，相互の協力によって秩序と自由と

を維持しようとしている｣'９１という。確かに国

家間の勢力均衡は極めて崩れやすく，したがっ

て勢力均衡に国際平和の維持を安直に期待する

ことはむずかしい。しかし後述するように，の

ちにみる英国の欧州大陸政策は少なからず欧州

の平和維持に役立ったといえる。というのは，

英国は勢力均衡を近世初頭より伝統的外交手段

の一つとしていたからであり，欧州大陸諸国間

で均衡が失われるような場合には劣勢の国家側

に加担（場合によっては参戦）するなどして，

必要に応じて大陸諸国間関係にたびたび介入し

ていたからである。なお英国がこのような外交

方針を堅持した理由として，岡氏は次の二つの

点を指摘している？)すなわち，欧州大陸にお

ける大国の一つが大陸で優越的地位を樹立した

場合，第一は英国の対岸地方である低地諸国

(LowCountries）がその勢力下へ落ちて，その

結果英国の安全が脅かされると考えられたこ

と。第二は前の大国を中心として欧州大陸諸国

が反英ブロックを形成して大英帝国に挑戦する

18）Parkinson,”.c".,ｐ,４５(邦訳，４１頁)参照。また，
パーキンソンによれば，この条約に基づいて行われ

た領土の分割は，前述の「領土の補償」原理に基づ

かれたものであると指摘している。

１９）岡，前掲，２６～27頁。

20）同上，２７頁。
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おそれがあると考えられたこと,によるという。

ところで，1492年のコロンブスによるアメ

リカ大陸の発見をはじめ，１６世紀はスペイン

とポルトガル，さらに１７世紀はオランダ・フ

ランスそして英国による海外への遠征・植民地

帝国の建設ラッシュが進み，まさに欧州膨張の

時代であった。このように１６～１７世紀にかけ

ての時期は，欧州諸国による世界帝国建設の時

代であり，続く１８世紀には世界帝国としての

地位を懸けた戦争にまで発展していったのであ

る。1588年スペインの無敵艦隊の蕊破，さら

にスペイン継承戦争（1701～１４年）に勝利す

ることによって英国の世界帝国としての地位は

揺るぎないものとなった。当時英国に対抗し得

る帝国はフランスのみであったが，両国はオー

ストリア継承戦争（1740～48年）や七年戦争

(1756～63年）などで戦い，特に七年戦争後に

締結した「パリ条約」（1763年）によって英国

は強力な軍事力を有する世界帝国の地位を不動

なものとしたのであった3）同時に，王位継承

戦争では肢も長期に渡り最も破壊的であったと

いわれるスペイン継承戦争あたりから，それま

で暗黙裡に実行されていた勢力均衡が事実上の

外交手段として国家間で容認されるようになっ

たといわれている讐）

一方，1789年に勃発したフランス革命も，

その後94年の「テルミドールの反動」を契機

に，これまでの革命戦争から征服戦争へと様相

が変ってきた。翌95年の「バーゼル条約｣，さ

らに９７年の「カンポ・フォルミオ条約」によっ

て，フランスは１８世紀の雪辱を晴らすかのよ

うに欧州大陸の優越的地位を築き上げる勢いで

あった。そして’799年の第二次対仏大同盟が

成立するや，遂にナポレオンがクーデターを惹

き起こし，これ以降１８１５年のワーテルローの

戦いで大敗するまで，フランスと他の欧州諸国

との間で交戦が始まる，いわゆるナポレオン戦

21）同上，３５～37頁。

22）Parkinson,叩.c雌，Ｐｐ,44-45（邦訳，４０頁）参照。

欧州諸国間関係の歴史的様相

争（NapoleonicWar）に入り，1808年をピーク

に欧州はナポレオン時代を迎えたのである。し

かし，フランスにとって究極の目標は英国打倒

にあったことはいうまでもない。世界帝国の英

国を倒すことで初めて大陸におけるフランス帝

国の支配的地位を樹立することができるからで

ある。その後，フランスは「コンチネンタル・

システム（ComtinentalSystem)」で対英封鎖を

断行し，一方英国は対仏封鎖政策を実施して両

国間で封鎖戦の応酬が展開された胃）この封鎖

政策は，これまで相互依存関係にあった両国の

通商関係を途絶させ，さらに欧州諸国全体を巻

き込み経済的困難を惹き起こす事態にまで発展

したのである。当時，産業革命による近代工業

化を歩む英国と農業国の色彩の強いフランスと

の間で，比較優位論の観点からはまさに逆走す

る国際分業の遮断を意味していた。

すでに述べたように，英国が欧州大陸の勢力

均衡を伝統的外交方針の一つとしている理由で

あった「大陸で優越的地位を樹立する大国」と

は，ナポレオン率いるフランスということにな

る。しかし，世界帝国英国の打倒というフラン

スの究極の目標は，ナポレオンをしてもまたし

ても達成することはできなかった。ここで筆者

の関心は，二十余年に渡る革命戦争・ナポレオ

ン戦争後，どのようにして勢力均衡をはかりな

がら新しい欧州の国際秩序の創設が行われたの

かという点に向けられる。ナポレオン没落後の

欧州情勢を,以下ウィーン会議（1814年９月～

1815年６月）の対応を中心に考察してみたい。

（３）ウィーン会議以降の欧州情勢

ウィーン会議は，欧州再建において次の二つ

の指針を掲げていた。一つは正統主義であり，

いま一つは勢力均衡である。詳述は避けたい

が，正統主義（＝復古主義）は，革命戦争・ナ

ポレオン戦争の間に逐われた欧州諸国の君主が

23）英仏両国の封鎖政策については，岡，前掲，４１～

５３頁を参照きれたい。
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自らの玉座に復位することであり，その結果フ

ランス革命前の絶対主義的な政治体制の復興を

意味する。すなわち，岡氏の言葉を借りれば，

これまで由緒と伝統を誇りとしてきた欧州の歴

史的王朝は，ナポレオンによって翻弄され汚辱

されてきた歴史でもあるため，従来支配してき

た「歴史的権利」の復権ということになる§）

さて，英国の伝統的外交政策の意向が多分に

反映された勢力均衡は，次の二つの点が焦点と

なっていた。一つはフランスに対する革命戦争

再発の懸念である。これに対してウィーン会議

は，プロイセン・オーストリア・ロシアをフラ

ンスに対抗させ，かつ四カ国間で勢力の均衡が

保たれるように工夫が施された。もう一つは，

ナポレオン率いるフランスに代るロシア勢力の

強大化に対する脅威・不安であった菅)そこで

ウィーン会議では，プロイセンとオーストリア

の二カ国を防波堤としてロシアの西方勢力の拡

大阻止に備え，さらに三カ国間の勢力均衡をも

はかった。このようにナポレオン没落後，ウィ

ーン会議において欧州の主要列強国の間で勢力

均衡が実現されることになったが，これまでと

は様相を異にしていることがわかる。つまり以

前は，どちらかといえば，一国が自国の利益を

はかるための手段としての勢力均衡であった

が，ウィーン会議以降は全欧州的な規模の観点

から捉えられていることである讐）

ここで，当時欧州で肢初の試みとされている

｢欧州協調」について若干言及しておきたい。

前述のようにナポレオンを倒した戦勝国から成

24）岡，同上，５９～61頁｡岡氏が指摘しているように，
そもそもウィーン会溌は，フランス革命とナポレオ

ンによって直接的・間接的に苦しめられた諸国の支

配者の会議であったことを想起すれば当然といえよ

う。同，５９頁。ただし，正統主義の適用は，主要な
戦勝国プロイセン・ロシア・オーストリア及び英国

の利益に反しない限度においてであった点を付言し

ておきたい。同，６１頁。

25）ロシア勢力に対する恐怖感については，確かにナ
ポレオンがロシア遠征に失敗し大敗を喫したには違

いないが，客観的根拠に基づいたものであったかど

うかは疑問の余地のあるところである。この点に関

しては，岡，同上，６３頁，注１を参照されたい。

る連合諸国は，フランスにプルポン王朝を復位

させ，復興プルボン王朝下のフランスとの間で

平和条約（1814年５月の「第一次パリ条約｣）

を結んでいるが，それは連合国側が「過ぎ去っ

た不幸な時代の名残をとどめないために，当然

要求し得るべき賠償を放棄する｣27〉として，フ

ランスに賠償の義務を負わせないというフラン

スに対して実に寛大な措置の内容であった。さ

らにオーストリア・プロイセン・ロシア・英国

の四カ国は，1815年１１月に四国同盟（のちに

フランスを加えて五国同盟となった）を締結し

て，四カ国が協力してウィーン体制の擁護・維

持と欧州における平和の維持を約束した。これ

が欧州初の，いわゆる「欧州協調」である。す

なわち，この四国同盟を最初の例として，欧州

における国際紛争が生じた場合には国際会議を

開いて紛争の平和的打開をはかったり，また戦

争を阻止し得ないような場合には局地化をはか

ることで戦争の波及ないしは拡大を阻止する試

みが行われた誓）しかしウィーン会議以降，五

国同盟の形で欧州の平和維持のために勢力均衡

をはかってきた欧州協調も，復興絶対主義体制

への不満と民族的解放運動の高揚に伴って五国

26）1814年５月，プロイセン・オーストリア･ロシア

そして英国の間で条約が締結され，附属秘密条項に

おいて四カ国川で恒久的な勢力の均衡が約束された

が，これは欧州規模における勢力均衡の試みとして

の殿初の邪例であった。岡，同上，６３～64頁参照。

27）岡，同上，６８頁。ざらに，「復興プルポン王朝下の

フランスとの間に過酷な内容の平和条約を結ぶこと

は，同王朝の国内的威信を甚だしく傷つけることに

なり，それは第二の革命戦争・第二のナポレオン戦

争への契機を用意することになると考えた」（同，６８

頁）ためだという。また「第二次パリ条約」（1815年

１１月）では，７億フランの賠償義務を課し，さらに

ナポレオンが諸国から略奪した財宝を返還させる取

決めがなされたが，それでもフランスに対して寛大

な措世であることには変りなかった。同，６８～69頁

参照。

28）同上，７０頁参照。しかし，ロツカート（LoCkhart，

ＪＣ.）がウィーン会縦について指摘しているように，

同会議での主要な取決めは，その後殆どといってよ

いほど，どれ一つとして存続したものはなかった

し，若干ほんの数年間続いたにすぎなかった。同会

識でただ唯一理想主義的な案はポーランドの再建で

あったといわれている。同，６５～66頁，注ｌ参照。

－５６－



同盟に内在していた相互の見解の不一致は表面

化し，遂に五国同盟は解体してウィーン体制は

崩壊することになる。

一方，当時欧州では民族意識が徐々に芽生え

始めていた。すでに指摘したように，そもそも

ウィーン会議は諸国の支配者層の集まりから成

る会議であったことを想起すれば，民族意識な

るものは考慮からまったく外されていたとして

も何ら不思議ではない。岡氏が指摘しているよ

うに，民族的統一をみるに至っていないウィー

ン会議当時のヨーロッパ地方の民族意識は未だ

多分に情操的であり，民族的統一を要求する積

極的な政治意志はなお生れ出るに至っていな

かったのである。コーン(KOhn,Ｈ､)によると，

まだブルジョア階級が揺藍期にあった１８世紀

または'9世紀初め頃のドイツやイタリア地方

などにおいては，民族としての主体意識は主と

して文化的領域にあらわれており，民族として

の関心は政治的統一というよりはもっぱら文

学・民間伝承・固有言語・歴史における民族精

神に向けられていた。ところが，１９世紀の間

にブルジョア階級が次第に成長するようになっ

て大衆が政治的・文化的に目覚めてくると，こ

れまでの文化的民族主義はやがて民族国家の形

成への欲求に転化するようになったという胃）

確かにフランス革命以前の欧州では，「民族(意

識）及び民族国家を見出すことはできるが，そ

れは社会的（価値を有した）事実として存在し

ていたにすぎず，フランス革命期においても民

族に対する積極的価値づけは未だ行われていな

かった｣鋤)(括弧内は筆者)のである。しかし｢フ

ランス革命において唱えられた人民主権論は，

王朝への忠誠を中核とした民族意識を，国民を

担い手とした近代的民族意識へと転換する思想

的契機を提供した｣3ｕという点で，人民主権論

29）岡，同上，７７頁，注ｌ参照。なお，ドイツをはじ

めとする帝国主義の成立過程については，江口朴郎

「帝国主義の時代』岩波全書，1969年，第二章を参照
されたい。

30）岡，前掲，７４頁，注１．

３１）同上，７３頁。

欧州諸国間関係の歴史的様相

Iま民族主義思想の形成における歴史的意義は大

きいといえる。そしてウィーン会議以後，民族

意識は欧州各地で成長し始めたが，このことに

は十分な根拠が存在していた。というのは，実

はナポレオンが欧州制覇を企てる際に欧州各地

における民族意識を刺激・誘発することで，彼

の欧州征服計画にそれを利用していたからであ

る。岡氏が指摘するように，結果的には彼の意

志に反する結果をもたらすことになったもの

の，ナポレオンは欧州における民族意識の発達

を促した歴史上の第一人者であることに疑う余

地はない普）やがて民族意識の高まりは民族国

家を誕生させることになる。’９世紀代後半に

はイタリア（1861年）及びドイツ（1871年）と

いう二大民族国家が成立し，第一次大戦勃発の

1914年まで英国を中心とする，いわゆる帝国

主義の時代に突入することになる。

帝国主義時代に入ると，再び欧州協調を背景

に欧州列強による海外膨張をはかる植民地拡大

政策が本格的に展開きれ，同時に国家間対立も

激化の途を辿るようになった。つまりウィーン

体制崩壊後，民族国家ドイツの成立は欧州大陸

の国際政治の構図を大きく変えることになった

のである。特に晋仏戦争（1870～71年）後，

アルザスーロレーヌのドイツ割譲という二州を

喪失したフランスにとって，その経済的損失と

屈辱的な国際的地位の低下が与えた影響は甚大

であったWi実際に1871年以降，フランスは常

にドイツの敵対側につくようになった。こうし

て欧州大陸はドイツとフランスの両陣営に分裂

32）民族主義（nationalism）について，岡氏は「政治的

意味において民族主義という言葉が用いられる場合

には，それは，民族がその文化的個性の自由な発展

を遂げるためには他民族からの政治的支配から解放

されなければならないという主張を指す」（岡，同

上，７４頁）と指摘している。ナポレオンは地方住民

の民族意識を利用し，これを操って行動した欧州般

初の政治家であったといわれている。皮肉にも，彼

の意図に反して自己の征服計画に利用した住民の民

族意識を逆に高揚させてしまった。同，７５～76頁，

注２参照。

33）晋仏戦争後のフランスに与えた心理的影響につい

ては，岡，同上，106～107頁に僻しい。
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し，1914年８月遂に両陣営は衝突し，英国外

相サー．エドワード・グレイによる欧州協調の

再度の回復の努力も空しく，第一次世界大戦勃

発とともに協調体制は終駕を迎えた。勢力均衡

に対する評価についてはさまざまであるが，フ

ランケルによると，勢力均衡こそ平和維持の希

望を託しうる唯一の方式であると捉えた人もい

れば，第一次世界大戦を惹き起こしたのは結局

のところ勢力均衡であると非難した人もいたと

いう。さらにフランケルは，戦間期に安定した

秩序が成立し得なかった理由として，勢力均衡

支持者も集団安全保障体制支持者も口を揃え

て，英仏間の再三の意見の食い違い，米国の孤

立主義，ドイツとソ連の長期間に渡る国際社会

からの排除，そして1930年代後半の西欧諸国

とソ連との協力関係の欠如など，欧州列強間に

協力体制が欠けていた点をあげているW）

３．戦間期理想主義と国家間関係

（１）伝統的理想主義の信念

ここでは，視角を変えて揺れ動く混沌とした

戦間期の欧州諸国間関係の様相を，戦間期理想

主義（ideaIism)の視点から振り返ってみたい。

のちにカー（Ca汀,ＥＨ.）を代表とする現実主

義（麓alism）によって批判の対象となるが，ト

インビー（Toynbee,Ａ､）やデーヴィス（Davies，

,.）などの理想主義者が伝統的理想主義の立場

から国際連盟の擁護者として有名である。国際

関係論を論じる場合，理想主義といえば当然現

実主義が浮かんでくるが，後述する理由から現

実主義についてはここでは必要に応じて言及す

るにとどめたい辞）ここで筆者の関心は二つあ

る。一つは，戦間期に理想主義思想が支配的で

あったかどうかというよりも，戦間期にみられ

た国際関係の特徴は何かということにあり，ま

たその特徴が理想主義の立場からどのように説

34）Frmkcl,叩.c".,ｐｐ,171-173,ｐ､175〈邦訳，前掲，
250～253頁及び256頁)。

明がなされるかということにある。もう一つ

は，理想主義者が当時どのような国家間関係を

理想として戦間期の国際関係を描き構築しよう

としていたのかという点である。すなわち，前

述の国際連盟の設立を前提とした議論の中で，

戦間期の理想主義者は国家と国際組織の関係を

どのように捉えようとしていたのかという点に

ある。

ロング（Long,，.）も指摘しているように，

戦間期の国際関係に関する諸理論は多様性に富

んでいたため，体系的に捉えることは非常にむ

ずかしい。彼によると，第一次大戦直後には国

35）1980年代後半から特に米国では，外交政策との関

係から新現実主義者たちの政治思想が台頭してき

た。ここで言及する現実主義は，カーで代表される

ように戦間期にみられた理想主義に対して批判した

古典的現実主義を想定しており，もっぱらカーの考

えを中心に取り上げながら論じていることをあらか

じめ断っておきたい。ちなみにカーは彼の主著（｢危

機の二十年｣）の中で「空想主義（utOPianiSm)」の用
語を一貫して用いており，「理想主義（ideaIism)」と

いう用語はほんの数箇所で用いられているにすぎな

い。Ｃａ唾Ｅ､Ｈ､，耐ｅ、耀砂ｙ”庵’０商応J9I9-J9a9f

伽伽、｡“伽〃ｍ肋ｅ”の'ｑ/Ｗｒ雌、"”αﾉＲｅ伽”$’

２ndEd.,ThcMacmillan＆ＣＯ･Ltd.,１９４６(井上茂訳｢危

機の二十年』岩波現代叢書，1952年)。Wilson,Ｐ.，

Intmduction：T1IeTwentyyears，CrisisandtheCategory

of‘Idealism，inlntemationalRclatioms，ｉｎＬＯｎｇ，Ｄ・ａｎｄ

Wilson,Ｐ.,ｅd､，祇伽舵応ｑ/・『ﾊどzWe”泡廊.Ｃ減sjsg

加砕I随rjtたcz雌綱Ｒｅ"３部“ClarendonPress,OxfbTd，

1995,ｐ,１，ｐ､21,ｎｏｔｃｓ４）（宮本盛太郎・関静雄監訳
「危機の20年と思想家たち一戦間期理想主義の再評

価一』ミネルヴァ脊房，2002年，１頁及び24頁注４）

参照。デーヴイスの国際連盟に対する思い入れにつ

いては，PorteUぅＢ､，DavidDfwiesandtheEnib亜emem

ofPeacc,inLongandWiIson,必越,”58-78（邦
訳，６５～86頁）に詳しい。なお現実主義に関する分

析については，現実主義の主唱者の一人であるスミ

ス(Smith,ＭＪ.)の著書，Smilh,Ｍ･』.,Ｒｍ伽乃o昭ﾙｒ
伽”雁b〃ｊｏＫＩ諏加g“LouisiamStateUniv“ｉｔｙ

Ｐにss,１９８６（押村崇他訳「現実主義の国際政治思想

一Ｍ・ウェーバーからＨ・キッシンジャーまで－』垣

内出版株式会社，1997年）で詳しく論じられている

ので参照されたい。スミスは，彼の著書の冒頭で現

実主義が現在もなお大きな影響力を持っている理由

の一つとして，理想主義者やユートピア主義者，楽

観主義者などざまざまな流れがある中で，現実主義

者たちは現実を直視し理解するという共通認識とそ

の思想基盤がしっかりとした一枚岩から成っている

点をあげている。必は.Ｐ.’（邦訳，７頁）参照。

－５８－



際関係論はまだ専門的学問として確立しておら

ず，萌芽期の段階にあったという。つまり，国

際関係分野を研究していた研究者は社会科学系

の法学部や歴史学部などに所属していたことも

あって学問的背景が多様で専門職化されていな

かったために，戦間期の国際関係に関する研究

が多岐に渡っていた理由であると指摘してい

る曹）ロングは，こうした戦間期の国際理論の

多様性ゆえに現実主義と理想主義という二分法

的アプローチに否定的な見解を示している。す

なわち，二分法は，体系的な理解に役立つ唯一

の分析装置でも最善の装置でもなく，また検証

方法としても大雑把であること，そして何より

も1939年のカーの主著（『危機の二十年｣）が

戦間期に遡って適用されることから時代錯誤の

良に陥ってしまうおそれのあることを指摘し，

｢戦間期国際理論において理想主義と呼ばれて

いるものが支配的地位を占めていたという説

は，カーによる誇張である｣37〉として，現実主

義と理想主義による二分法以外のアプローチを

試みている。さらに，彼は理想主義者の中には

国際システムについての基本的な理解を現実主

義者と共有する者もいるし，一方現実主義者の

中でも問題によっては互いに意見を異にする場

合も多いことから，二分法には何かかこつけの

ようなところがあるとも指摘している弾一

方，ウィルソン（Wilson,Ｐ.）は，カーのいう

｢空想主義＝(理想主義)」の用語の暖昧さを指

摘して，現実主義と理想主義の二つの用語の使

用について「修辞上，価値のある非常に便利な

道具」としてカーの弁証法を一蹴している。そ

してウィルソンは，カーの批判の対象としてい

る理想主義の概念の暖昧さを指摘し，逆にカー

の理想主義の欠点に対する批判を逆手に取っ

て，「戦間期理想主義の核心的特質とは，意識

36）Long,，.,Conclusiom：Intcr-WarldeaIism,Liberal

lntemalional，ａｎｄContemporaryIntemationalTheory，

inLongandWilson,｡p・cjr.,ｐ､303（邦訳，338頁）参
照。

37）Long,心鯉,ｐｐ．302-303（邦訳，338頁）参照。

欧州諸国間関係の歴史的様相

的かつ進歩的変化に対する信念である」と特徴

づけている割筆者も基本的に彼らの考えに賛

成である。というのも，両大戦間におけるいく

つかの事例，例えば，ドイツ賠償問題をめぐる

戦勝国の英国とフランス両国の見解の対立と譲

歩の関係や金ブロックやスターリング・ブロッ

クのような地域経済圏の形成は，いずれもネ

ヴイル・チェムバレン（Chamberlain,Ｎ､）のい

う戦争に代る別の形の欧州協調を戦間期にみる

ことができるからである。そこで，以下ではロ

ングの見解を念頭に置きながら，彼のサーヴェ

イ論文に沿って戦間期理想主義の視点から国際

関係の様相をしばらく垣間みることにする。

ロングによると，戦間期における国際関係の

研究が多様ながらも，当時大きく次の三つの関

心事から成っていたという。つまり彼の言葉を

借りれば，そこには「三本の共通の糸」が存在

していたというのである。第一は国際組織に関

する関心，第二は国家中心主義に関する関心，

第三は戦争回避のための規範的関心である'

38）肪賊,ｐ､323（邦訳，360～361頁）参照。他方カー
ュートピァ,jアリヶィ

Ｉま，「空想と現実とは，政治学の二つの面を成す。健

全な政治思想と健全な政治活動とは，ユートピアと

リアリティとがともに存在しているところにのみ見

出されるであろう」と述べて，ユートピアとリアリ

テイの必要性を説いている。吾らに別の箇所では，

「ユートピアとリアリティとの対立は，ある而では

「自由意志（齢ccwill)」と「決定論（deteIminism)」と

の対立とみることができる｡」「空想主義者は，未来

に目を向けて創造的な自由意志を駆使して思考をす

る。現実主義者は，過去に根を下ろして因果関係に

よってものを考える。およそ健全な人川の行為，し

たがってまたおよそ健全な思想は，ユートピアとリ

アリティとの釣り合い，自由意志と決定論との平衡

を示すものでなければならない｡」〔Ca面,叩.c".,ｐｐ，
１０－１１.（１３頁，１５～１６頁)〕。

39）Wilson,｡p･“.pp,6-7（邦訳，８頁)，及び妙域,ｐｐ、
12-14.(邦訳，１４～17頁)，特に１６頁参照。さらにカ

ーの主著（｢危機の二十年｣）について，カーの検証

は戦間期を，日本が満州に侵略して自由貿易が崩壊

した1931年時点で前半１０年と後半１０年に区別して

いた点を指摘している。つまりこれに従えば，カー

のいう空想主義が支配的であった期間は１９３１年まで

であるということになり，第二次世界大戦が勃発し

た1939年までの危機の20年間ではなく，随分前に

空想主義の時代は終っていたということになる。必賦，

ｐ､７（邦訳，８～９頁）参照。
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ここでいう国際組織とはもちろん国際連盟をさ

しており，彼の関心は集団安全保障及び国際秩

序の仕組みとしての国際組織のあり方に向けら

れていた。この国際連盟のような国民国家の形

態を超えた，いわゆる超国家的組織に対して国

家間がどのように協力し運営していくかという

ことが重要な論点であり，ここに理想主義と現

実主義の間で大きな相違がみられる点である。
●●｡●白●●●■■●●●ゆO

このことは，国家を国際関係の構成単位とする

国家中心主義と第一次世界大戦の惨事を二度と

繰り返したくないという戦争回避措置と大いに

関係してくる。そして国際関係論の淵源が第一

次世界大戦という苦い経験による動機づけにあ

るとすれば，理想主義者であれ現実主義者であ

れ，国家中心主義的な理念と行動に基づく国家

間関係に強い関心が寄せられるのも納得でき

る。また理想主義が支配的であったといわれる

戦間期に，当時の国家中心主義的な考えが現実

主義的な考え方を萌芽させたのも当然の成り行

きといえる#）もっとも国家中心主義は，文字

40）Long,叩.cjJ.,ｐｐ､303-308（邦訳，339～343頁）に
詳しい。戦'111期の国際関係に関する研究について，
ロングは学際的側面から本文中の三つの関心事に分

けて議論を展開している。しかし当時はまだ新しい

学問領域であったため，学際的研究の比並は小き〈

てむしろ非学際的な著述家の方が幅を利かせていた

点を指摘している。詳述は避けるが，このことは，
例えば左翼的急進派（社会主義急進派，自由主義左

派急進派）など，戦間期における国際関係研究の多
様性と深く関わっていることはいうまでもない。こ

うした急進派の見解を背景に，ロングはカーによっ

て展開された現実主義からの批判の再検討の必要性

と現実主義と理想主義の二元論に基づいた国際関係

論の学説史から戦間期を切り離す必要性を指摘して

いる。ロングによると，「カーによる現実主義からの

批判と急進派のIMIにある種見解の共通性がみられ，
カーの現実主義は彼の急進主義的発想から生まれた

ものである」と。すなわち，「彼が空想主義的分析に

反対した主要点の一つは，その分析がブルジョア的

イデオロギーの表明であるということにあった」

〔必越,ｐ､310（邦訳，346頁)〕という。なお規範的
側面に関する研究は，国際研究会縦をあげることが

できる，第一回会議では「世界的な経済危機」（1931

年)，第二回会議では「集団安全保障｣，第三回会談

では「平和的変更」がそれぞれ取り上げられた。肋賊，

ｐｐ,306-307（邦訳，342～343頁）参照。

41）肋雌pp305-306（340～342頁）参照。

ナシジナルーインタレスト

どおり国家利益とイデオロギーーを伴うことは

いうまでもない。そして1939年のカーによる

空想主義者（utopians）批判を契機に現実主義

は次第に力をつけ始め，やがて国際連盟を典型

とする国際組織（そして第二次世界大戦後の国

際連合）をめぐって議論の対立をみることにな

るのである。例えば，パーーキンソンは，カーの

理想主義（＝空想主義）批判について次のよう

に述べている。すなわち，カーの主たる批判は

理想主義の柱石でもある国際連盟の「利益の調

和（halmonyofinterests)」理念に向けられてお

り，これは，国際連盟の運営下では最終的には

戦勝国も敗戦国もすべての関係当事国にとって

うまくいき，そしてすべての国家が平和の維持

に共通の利害を有しているというものである。

しかし，カーによれば，この理念は強者の立場

に立ったものであるため，国際連盟のような国

家の支配的集団の利害を反映しているにすぎな

いという＃〕

（２）伝統的自由主義の流れ

さてロングは，国際関係における理想主義は
りベラル

国際関係思想における自由主義的伝統と関係し

ているとして，コプデン主義，ホッブス流理想

主義，そして新自由主義的国際主義（mew

libe噸Iintemationalism）といった自由主義的国

際主義といわれる三つの論脈から戦間期理想主

義の分析を試みている博)すなわち彼にしてみ

れば，理想主義は決して一枚岩では片づけられ

なかったのである。この自由主義的国際主義の

起源は，ロングも指摘しているように１８世紀

後半～１９世紀初頭の古典派経済学者のアダ

ム・スミス（Smith,Ａ､）及び国際貿易論のデ

ヴイッド・リカード（Ricard,，.）にまで遡る。

ちなみにリカードの比較生産費説によると，比

較生産費の安価な商品の自由貿易を行うことに

よって貿易国間で相互に利益を享受できるとい

うものである。コプデン（Cobden,Ｒ,）は，こ

の自由貿易を拡大解釈して自由貿易と政治的不

干渉によって達成される平和と繁栄という政治
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原理に変えたという＃>周知のように，コブデ

ン主義はのちのノーマン・エンジェル（Angel１，

N.）の「戦争の無益性」に関する彼の初期の思

想に反映きれた。平和と自由貿易がもたらす

｢(長期的）利益の調和」を信じていたエンジェ

ルは，「一国の他国への不当な侵略が，経済的

意味だけでなく，あらゆる意味において侵略者

の利益に跳ね返らせるのが巧妙な相互依存なる

ものである｣躯）として，他国への加害行為は自

42）Pcrkinson,”c血，160（邦訳，168頁）参照。さら
ユートピア．．．．．．．．．．．．、

にカーは，「｢空想」Ｉま分析の所産ではなく願望の所

産であり，戦争を防止しようとする願望が強すぎる

と願望が知性に勝り，現実を認識する判断力を減退

に導く」〔<傍点は筆者),妨賊,ｐ､160(邦訳,169頁)〕
と警告している。カーの原書では，別の箇所で「願

望は思考の父である」〔CaIT.,”cjJ.,ｐ､３（邦訳，４
頁)〕という言葉に続けて，次のように叙述してい

る。「戦争を防止しようとする情熱的要求が，この研

究の初期の進路と方向の全体を決定し〈略）他の未

発達の学問と同様に，国際政治学は著しくかつあら

わにユートピア的である。（略）意欲が思考に勝り，

概括が観察に優越する初期の段階にあり，（略）批判

的な分析はほとんど試みられていない」〔必は,Ｐ,８
（邦訳，１０頁)〕と。しかしパーキンソンは．カーに

よるユートピア主義者に対する批判はユートピア主

義者の基本的前提を覆す意図はまったくなく，彼の

意図は破壊ではなく教化にあった。しかも革命主義

というよりは改良主義の立場に立っている。またカ

ー自身も，国際関係での外交行動は，ユートピアと

現実主義の中間の調和のとれたものでなければなら

ないとして中立的立場をとっていることから，１９１９

年体制信奉者への穏健な批判者とみなすべきである

と評している。PeIkinson,ｑｐ.α&，ｐ・'6１（邦訳，１６９
～170頁）参照。またスミスは，カーを相対主義とし

ての現実主義の立場から論じている。Smith,叩.醜，
chap､４（邦訳，第四章）参照。

43）Long,叩.c".,Ｐ,312（邦択，349頁）参照。

“）必雌,ｐ､313（邦訳，349～350頁）参照。コプデン
主義については，Maxsc,Ｌ,』.,CobdcnandCobdenism

（Origin：ＭＪ伽脳αノReWEwbJuIyl904)，ｉｎCain,Ｐ．
（selecIed)，Ｆ配eTmdeandPmlectioni5m：碗Ｅ加叱

岬鹸Ｐ“辿把J9W-I鯉３，Vol.Ⅳ，Roulledge/ThOemmes
P“s,1996,ｐｐ､43-52参照。コプデン主義に対する

批判については，Hobson,』.Ａ,,TllclmcrMeaningOr
Pmにchlionism（Origin：ｍｅ｡,"花”｡、〃ReW恥ｖｏｌ
84,SePlemberl903)，ｉｎCain,Ｐ.(Selected)，め賊,Ｊ
αα”E施加”ｄｎｚ”Ｒ或”I9UB-J”４，Vol.Ⅲ，ｐ、

１１５を参照されたい。

45）AngeⅡ,Ｎ,，耐ｅＧ“ｒ伽』鈍o雄刈蜘の,ｑ/・肋Ｃ

ＲＥ伽伽〃ｑ/・Ｍｒ伽〃ＰｍｌｗｍＭＴ１ｍ”ノ“”剛ｑｇａｗ・

Heinemam9l912，ｐ､２９５．

欧州諸国間関係の歴史的様相

国の利益を損ねることにもなることを相互依存

論の視点から説いている。なお，彼の主著(｢大

いなる幻想｣）が出版されたのは第一次大戦勃

発前の1909年（初版）であった。彼が主張し

続けた「軍事力の経済的無益性」も空しい結果

になってしまった。エンジェルは，「国家の無

秩序さや戦争は資本主義が創り出した問題であ

り，ナショナリズムの産物である｣ｉ6）と指摘

し，「戦争は，われわれが国民に独立と主権の

観念を付着させたという事実による。主権とそ

れが必然的に意味する無政府状態が戦争を創り

出している｣471として，彼は戦争の原因を無政

府状態（ana'nchy）に求めている。吉川氏も指

摘しているように，第一次大戦の勃発によって

彼の関心は戦争阻止の方法へと向かうことにな

り，「無政府状態に代る方法として全集団の結

合した権力｣4‘）を提唱して，国際連盟の集団安

全保障に平和を求めるようになったのである。

こうして第一次世界大戦の勃発によって自由主

義的国際主義は危機的状況に陥り，楽観的な英

国流自由主義は分裂させられることになった。

戦前，誰しもが二度と惨劇は起こらないで平和

の続くことを信じていたし，たとえ戦争が起き

たとしても欧州全体に広がることなく局地的な

紛争で収まるであろうと楽観視していた。しか

し第一次世界大戦によって自由主義者の平和へ

の信念は物の見事に打ち泣かれてしまったので

ある。

一方ホッブス流理想主義者は，商品や思想の

46）Angel１，Ｎ.，ｍｅｕ簿“〃４“α"j応,HamishHamilton，

London,1932.ｐ,201.「軍事力の経済的無益性」（戦争
と平和の議論）については，めぱ，”､181-182参照。

47）肪越,ｐ､92

48）肋賦，ｐ・'００.この点に関しては，吉川宏「戦間期イ
ギリスの相互依存論」（ヨーロッパ現代史研究会編｢国

民国家の分裂と統合一戦間期ヨーロッパの経験一」北

樹出版，1988年，第三章，８３～８４頁に詳しい。戦争

の無益性に関しては，パーキンソンも，エンジェル

は「戦争を防止するためには権力者に戦争は儲から

ないことを知的に説明すれば十分であると確信して

いた」〔Parkinsom,叩.Cir.,ｐ,１５７（邦訳，165頁)〕と
述べている。吉川，前掲，６２～63頁及び82頁に詳し

い◎
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自由な貿易と法の支配によって国家的利益の調

和が生まれるという楽観的な旧自由主義思想か

ら離れていった。つまり彼らは，「紛争解決の

方法として暴力的な解決手段に代る国際的法機

構を選ばず，むしろ集団的武力行使の正当化を

支持する｣49’ようになった。こうして自由主義

者は，おしなべて「戦争回避のための平和的解

決手段から離れて，正当な戦争あるいは戦争ほ

ど過激でない，例えば経済制裁や外交的制裁の

ような強制措置によって紛争解決をはかる方向

に向かった｣副)のである。こうしてみると，

ホップス流理想主義者は現実主義者と似通った

点がなくはなかった。例えば，戦間期において

国家を国際関係の構成単位とみなした国家中心

主義的な考え方や国際組織の必要性に関しては

基本的認識の点では現実主義者と共通していた

といえる。ただ一点，戦争は避けがたいもので

あるという理念だけは理想主義者とは違ってい

た。このことが，旧自由主義的思想の流れを汲

む楽観的に平和への道を委ねた理想主義者とは

対照的に国際連盟に対して懐疑的であった理由

にほかならない。

ロングによると，新自由主義的国際主義の考

え方は，世界経済が冷え込んでいた１９世紀終

り頃に遡ることができるという。当時は，世界

不況とともに欧州において自由放任への落胆の

声と悲観論が漂っていた時期である3）同時

に，当時の国家間の緊張はかなり激化した状況

にあり，国家間の緊張を緩和する国際的な調整

機関，すなわち国際政府のような国際組織の存

在の必要性が高まっていた時期でもあった。こ

うして，「紛争を防止する手段として自発的協

調だけを要求する形，すなわち国家連合原理

(con化｡e噸tiveprinciple）の形で国際組織を実現

しようとする地道な解決策の探求が始まっ

た｣鯉)のである。新自由主義者も，古典的自由

49）Long,ｑｐ.“.,ｐ,306（邦択，351頁)．
50）必は,ｐ､306（邦訳，352頁)。

51）必越,ｐｐ､305-306（邦訳，352頁）参照。

52）Perkinson,”.c".,ｐ､１５５（邦訳，163頁)。

主義の流れを踏襲しているとはいえ，実は英国

を中心としたこれまでの伝統的自由放任を離れ

て，国家間の無秩序状態よりも国家間の協力関

係と組織化の必要性を説いたのである。すでに

みてきたように，エンジェルも戦争勃発の原因

を（国際的）無政府主義に求め，他方で国家主
アウフヘーベン

権の止揚を主張しながらも国際連盟の集団安

全保障の紛争解決を説いている§）したがって

国際組織に関する論脈からみれば，国際連盟設

立という事実は，コプデン主義の自由貿易と国

家不干渉を唱える論拠を非常に薄弱なものと

し，代って新自由主義的国際主義が市民権を得

ることになった。こうして第一次大戦後に設立

された国際連盟は，戦前までの条約による勢力

均衡に代るものとして期待が大きかったことを

付言しておきたい。新自由主義者は，「国際連

盟を威圧的な国際レジームとして擁護しなかっ

た。国際連盟が先駆者となって，人間の幸福と

自由の改善のための協力を促進し及び指導する

ことを目的としたひと揃いの流動的な組織体と

しての国際政府(intcmationalgovemment)｣異）と

みなしていたようである。そして，国家と国際

組織の関係でいえば，新自由主義的国際主義者

53）エンジェルは，「民族自決，あるいは(国家)主権，

あるいは独立は文明と非両立的である」〔(Angel1,Ｎ.，
ｍｅＤｇ/､７７“ｑ/・油ｅ〃ゆ”HamishHamilton,London，

1937,ｐ､50)〕として，ここでは国家主権と文明が両
立し得ないことを説いている。この点については，
吉川氏，前掲，８３～84頁で詳しく論じられているの

で参照されたい。ちなみに「国際的無政府主義

（inlemationaIanarchy)」という用語を作り出したの

は，実は「国際連盟（LeagucofNations)」という用
語を考案した英国の著述家ディキンソン（Dickinson，

Ｇ､Ｌ､）であったといわれている。Long,妙醜,ｐ,３１４
（邦訳，351頁）及びPerkinson.”.c".，ｐ､156(邦訳，
164頁）参照。

54）Long,‘Pcjr.，ｐ３１７（邦訳，354頁)。ロングによ
ると，戦１M期理想主義者の中には国際主義において

何よりも文化統合の亜要性を力説する非自由主義的

識者もいたという。彼らにとって，「国際組織は集団

安全保障の仕組みでも便利な道具でもなく，再生神

聖ローマ帝国の中心あるいは世俗化きれた世界協会

のようなもの」で，そのうち「社会主義者は国際組

織を階級的陰謀として拒絶し，文化的国際主義者は

西洋文明の頂点に立つ階級的構造物」とみなしてい

たようである。肪斌,1，．３１８（邦訳，355頁）参照。
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にとっては，「主権国家とは，人々・集団・会

社・産業の国際諸関係にとって，せいぜい良く

て無関係な存在，ひどければ邪魔な存在｣知に

しかすぎなかったのである。このようにしてロ

ングの戦間期理想主義分析は，一連の自由主義

的思想の歴史的流れの中で捉えており，理想主

義の考え方も変化してきたことを教えるもので

ある。

最後に，現実主義の主唱者の一人であるスミ

ス（Smith,Ｍ､J､）は，彼の主著の中で国家間

関係について叙述しているので紹介したい。彼

によると，現実主義は，あらゆる人間がある一

定部分は悪に染まっているという人間本性の悲

観的な見方を説くことから始めるとして，「政

治の本質を規定するのは権力闘争であるが，

(略）これは国家関係において先鋭にあらわれ

る。国際政治の領域においては，国家こそが唯

一の主要なアクターであり，いかなる権力組織

や権威組織も国家の上に立って国家間の紛争を

調停することはできない。国家の上に立つ組織

を樹立することは可能であるかも知れないが，

(略）諸国家がその創設に友好的に同意すると

いうことなどは起こりそうもない。国家間で

は，国家は宿命として永遠に競合関係の中に置

かれている。その競合関係こそがまさしく，し

ばしば戦争を生み出す原因なのである｣56）とい

う。この叙述からわかるように現実主義のスタ

ンスが十分に読み取れ，国連の権威が弱まって

いる今日にも増して，第一次大戦後の苦渋の産

物であった国際連盟に平和の期待を馳せていた

55）必は，ｐ,３１７（邦訳，354頁)。

56）Smith,叩.α1.,ｐｌ（邦訳，７頁)。スミスは続けて
「この永遠の競合関係は，これを唾こうとも逃れるこ

とのできない現実であることに変りはない。どれだ

け道徳的な説教を繰り返そうとも，どんなユートピ

アを計画しようとも，その現実から逃れることはで

きない。唯一われわれは，国家川の紛争が永遠に続

くという事実を正しく認識し，その紛争の原因を正

しく識別することによってのみ，唯一我々は紛争を

緩和することができるのである｡」〔必は,Ｐｐ､１－２（邦
訳，７～８頁)〕として，現実主義の立場を先鋭に打

ち出している。

欧州諸国間関係の歴史的様相

理想主義者とは立場を大いに異にしていること

がうかがわれる。

4．結びに代えて

第一次世界大戦前までは英国の軍事力と経済

力で，いわば現実主義の考えに立脚した勢力均

衡論が通用したある意味安定していた時代で

あった。すなわち，「欧州協調」を英国の外交

政策の基本方針である勢力均衡によって，ある

種欧州の一体感が存在していたといえる。そし

て戦間期に入ると，国際親善のジェスチャーの

時代であったといわれているように，当時の英

国首相チェムバレンも平和の幻想を抱き，英国

外交の「宥和政策」を展開したのであるy）こ

うして勢力均衡は宥和政策に取って代り，その

あらわれの一つが1925年の「ロカルノ条約

(TrcatyofLocamo)」であった。池田氏が指摘

しているように，この条約は第一次大戦後の不

安定な欧州において戦勝国と敗戦国とを対等な

立場で一つの安全保障体制の中に包含した初め

ての勢力均衡策にほかならない曽）

しかし，ここに当時のチエムバレン外交の誤

算があった。英国の軍事力と経済力が裏づけき

れた勢力均衡策であったにもかかわらず，従来

の勢力均衡による欧州協調の復活ないしは宥和

57）英国外交における交渉技術の特徴が「商業の技術」

にあるといわれているが，これはチェムバレン自身

が金属工業経営の実家に生まれたためであり，彼の

政治家としての思考・行動様式に実業家的発想が反

映したものであろう。そしてまさにこの点が，チェ

ムバレンの赤和政策に対する最大の批判の対象と

なっている。池田淵「ネヴィル・チェムバレンとヨ

ーロッパ協調」（祖川編，前掲)，391～392頁参照。

またジョルは，西欧の政治家たちの失敗を次のよう

に指摘している。「およそ政治指導者というものは，

その目的を達成するためにはいつでも戦争に訴える

決意を抱いているという政治の現実を十分に認識し

ていなかったところにあった（略）なぜならば，フ

ランスやイギリスの指導者たちは，戦争というもの

はただ，ある恐ろしい過ちの結果として，また，国

際的な交流体制の崩壊の結果として起るのだとしか

考えていなかったからである」（ジョル，前掲，４１６

～417頁）と。
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政策の推進は，いうなれば時代錯誤的政策で

あったといえる。なぜなら戦間期，特に１９３０

年代に入って世界は大きな変革期を迎えていた

のである。欧州情勢もすっかり様変りし，もは

や第一次大戦前の欧州の一体感はなくなってし

まっていた。特に勢力均衡や集団安全保障に対

しての英国とフランスの見解の食い違いは大き

かった。英国に関する顕著な変化としては，ま

ず英国にはかつてのように経済力も軍事力もな

く戦前に比べるとかなり衰えてきたという事実

が存在していたことである。さらに戦争形態に

も変化がみられたこと，すなわち海軍から空軍

へと比重が移っていた点である。英国空軍参謀

長トレンチャード卿は1917年のロンドン空襲

を想定し，物理的損害と士気喪失の重大さをい

ち早く察知した一人であった智）こうして戦法

も従来の歩兵部隊や砲兵から航空機に代り，そ

の航空機さえもこれまでの防衛兵器から攻撃兵

器としての戦闘機の時代を迎えることになった

のである。こうした戦間期における情勢変化に

もかかわらず，チェムバレンは「宥和政策」に

対して戦争に代る何かほかの解決策（例えば，

軍縮であり経済制裁のような類）を託しなが

58）池田，前掲，343頁参照。ロカルノ条約は，英国と

イタリアの両国が独・仏・ベルギーに対する耶事的

保障を与えたものである。しかし，ドイツの攻繋に

対してフランスを保障し，フランスの攻撃に対して

ドイツを保障することは躯実上不可能であることか

ら，実質的には無意味なものであったと捉えてよ

い。この条約によって欧州大陸諸国の安全保障の義

務を負うことになった英国保守党の外交政策は，地
域的安全保障政莱と大陸諸国I川の機会主義的思想に

基づかれた勢力均衡論に対して野党労働党から批判

が浴びせられた。つまり’925年当時，労働党は国際
申申申■｡●

連盟による全般的（集聞的）安全保障体制の支持屑

が大勢を占めていたのである。同，345～346頁。

59）同上，351頁参照。トレンチヤード卿の算定による

と，市民の物理的損害と士気喪失の割合は１対２０

で，士気喪失の方を重視していることがわかる。同，

353頁，樹１３参照。なお，来たるべき職争の形態イメ

ージについて，フランスは「未来戦はより大規模で

効果的な匝壕戦になる」と考えており，一方英国は

「恐るべき空中戦で，戦略爆撃こそ未来戦における決

め手となる」と考えていたようである。同，417～418

頁。

ら，彼は「欧州協調」をいつまでも追い求めて

いたし，第一次世界大戦はウェルズ（Wells,Ｈ，

Ｇ）の言葉を借りれば，「戦争を終結させるた

めの戦争（ａｗａｒｔｏｅｍｄｗａｒ)」であったという

信念は消えていなかった。チェムバレンの対独

伊宥和政策は，特に敗戦国ドイツの現状に不満

を持つ体制打破勢力を欧州協調によってヴェル

サイユ体制の中に封じ込めをはかるものであ

る。すなわち，武力衝突は欧州全土を巻き込む

おそれがあるため，平和的協議によって戦争の

防止もしくは局地化をはかろうと彼は考えてい

たのであるＷＩ

戦間期といえば，政治的な動きとしては，

1920年代前半は賠償・戦債問題や経済復興な

ど戦後処理問題が優先的課題であったが，２０

年代後半から３０年代前半ではヴェルサイユ条

約の改正や国際連盟の集団安全保障問題から国

際連盟に代る国際組織の再編問題などへ重要課

題が移った。経済情勢では，第一次世界大戦後

の株式市場の大暴落，金本位制の崩壊，１９２９

年の世界大恐慌，そして30年代に始まる経済

のブロック化と続いた。特にここでの関わり合

いで重要なのは，「ウィルソンの１４か条」でも

調われているが，ナショナリズムの台頭と常に

向かい合わねばならない，いわゆる民族自決の

問題であった。

冷戦後のバルカン諸国における民族自決によ

る紛争解決などの紛争処理問題をはじめ，第二

次世界大戦後も依然として国連の集団安全保障

にまつわる課題は山積している。

（2010年１２月２１日脱稿）

60）同上，339頁。また，欧州で両大戦間に広く信じら

れていた戦争観は，「戦争に代る何かが生まれるだろ

う，1914～１８年の恐怖を繰り返さないで結果を成就

できるような方法が見つかるだろう」〈ジョル，前

掲，418頁）といった楽観論であった。つまり，「国

際協定を締結して軍縮交渉を進めることで，平和は

自動的に達成されると錯覚した楽観主義の平和観の

象徴」（池田，前掲，347頁）が1928年の不戦条約

（Kcllog-BrifmdPacl）であった。
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